
東京都交通局窓口事務の審査基準等 

 

（令和７年８月 15日現在） 

事 務 名 通学定期乗車券発行学校の認定 

根 拠 法 令 等 

東京都電車条例施行規程、東京都乗合自動車条例施行規程、東京

都地下高速電車旅客営業規程、東京都日暮里・舎人ライナー条例施

行規程及び東京都電車等の認定学校の処理に関する細則 

処 理 機 関 総務部総務課 

区 分 許認可等窓口事務以外の窓口事務 

審査基準等の内容 

東京都電車条例施行規程第６条、東京都乗合自動車条例施行

規程第６条、東京都地下高速電車旅客営業規程第11条、東京都

日暮里・舎人ライナー条例施行規程第13条及び東京都電車等の

認定学校の処理に関する細則（別紙のとおり） 

備 考 

認定を要する学校等は、上の審査基準等に掲げる条項中第１項

各号のいずれかに該当する学校及び教育施設です。 

したがって、以下の学校等については、認定の申請は不要となり

ます。ただし、要件を満たしていることを証する資料等の提出を求

める場合があります。 

・ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条の規定による学

校 

・ 就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第２条第７項の規定によ

る幼保連携型認定こども園 

・ 割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅

客鉄道株式会社が指定した学校 

・ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条の規定による

保育所（乗合自動車に限る。） 

 

  



別紙 

 

東京都電車条例施行規程（昭和39年交通局規程第37号）（抜粋） 

 

(認定学校の定義) 

第六条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教育

施設で交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の

規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並び

に割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定し

た学校をいう。 

一 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、

一年の授業時間数が七百時間以上のもの 

二 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、

設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以

上のもの 

三 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同

条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大

学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設として文部科学大臣が指定したもの 

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなけれ

ばならない。またその申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は、直ちにこれを

届け出なければならない。 

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取

り扱わないことができる。 

一 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備

しなくなったとき。 

二 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。 

三 第二十二条に規定する通学証明書又は身分証明書を、認定学校が使用資格者以外の

者に対して発行したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。 

 

  



東京都乗合自動車条例施行規程（昭和 40年交通局規程第 50号）（抜粋） 

 

(認定学校の定義) 

第六条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教育

施設で、交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条

の規定による学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条の規定による

保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成

十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並びに割引普

通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定した学校を

いう。 

一 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、

一年の授業時間数が七百時間以上のもの 

二 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、

設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以

上のもの 

三 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同

条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大

学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設として文部科学大臣が指定したもの 

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなけれ

ばならない。また、その申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は、直ちにこれ

を届け出なければならない。 

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取

り扱わないことができる。 

一 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備

しなくなったとき。 

二 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。 

三 第三十二条に規定する在学証明書を、認定学校が使用資格者以外の者に対して発行

したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。 

  



東京都地下高速電車旅客営業規程（昭和 35年交通局規程第 10号）（抜粋） 

 

(認定学校の定義及び認定) 

第十一条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教

育施設で交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条

の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並

びに割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定

した学校をいう。 

一 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、

一年の授業時間数が七百時間以上のもの。 

二 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、

設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以

上のもの。 

三 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同

条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大

学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設として文部科学大臣が指定したもの 

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなけれ

ばならない。またその申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は直ちにこれを届

け出なければならない。 

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取

り扱わないことができる。 

一 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備

しなくなったとき。 

二 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。 

三 第四十一条に規定する通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用身分証明書及び第四

十二条の三に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を、認定学校が使用資格者以外の

者に対して発行したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。 

  



東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程（平成 20年交通局規程第 31号）（抜粋） 

 

(認定学校の定義) 

第十三条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教

育施設で交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条

の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並

びに割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定

した学校をいう。 

一 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、

一年の授業時間数が七百時間以上のもの 

二 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、

設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以

上のもの 

三 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同

条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、短期大学又は大学

院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設として文部科学大臣が指定したもの 

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から所定の申請書を提出しなければな

らない。また、その申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は、直ちにこれを届

け出なければならない。 

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取

り扱わないことができる。 

一 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備

しなくなったとき。 

二 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。 

三 第二十七条第一項に規定する通学証明書又は身分証明書を、認定学校が使用資格者

以外の者に対して発行したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。 

  



○東京都電車等の認定学校の処理に関する細則 

昭和６３年１１月１日 

６３交総第８９４号 

 

１ この細則は、東京都電車条例施行規程（昭和３９年交通局規程第３７号）第６条（以

下「甲条」という。）、東京都乗合自動車条例施行規程（昭和４０年交通局規程第５０

号）第６条（以下「乙条」という。）、東京都地下高速電車営業規程（昭和３５年交通

局規程第１０号）第１１条（以下「丙条」という。）及び東京都日暮里・舎人ライナー

条例施行規程（平成２０年交通局規程第３１号）第１３条（以下「丁条」という。）に

規定する認定学校の処理に関する細目について定めることを目的とする。 

２ 甲条第１項第１号、乙条第１項第１号、丙条第１項第１号及び丁条第１項第１号にお

ける「学校教育法第１条の規定による学校に準ずる学校」とは、次の各号のいずれかに

該当する学校をいうものとする。 

（1） 国立の専修学校 

（2） 監督庁の認可を受けた公立又は私立の専修学校 

（3） 国立の各種学校 

（4） 監督庁の認可を受けた公立の各種学校 

３ 甲条第１項第２号、乙条第１項第２号、丙条第１項第２号及び丁条第１項第２号にお

ける「学校教育法第１３４条の規定による私立学校」とは、監督庁の認可を受けた私立

の各種学校をいうものとする。 

４ 甲条第１項第２号、乙条第１項第２号、丙条第１項第２号及び丁条第１項第２号にお

ける「学校教育法によらない学校」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいうも

のとする。 

（1）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）以外の法令によって設置された学校 

（2）日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法

律（令和５年法律第４１号）第三条第一項に規定する認定日本語教育機関 

５ 甲条第２項、乙条第２項、丙条第２項及び丁条第２項の規定による申請書の様式は、

別記１のとおりとする。 

６ 認定書の様式は別記２のとおりとする。 

附 則 

この細則は、昭和６３年１１月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成１５年９月５日から施行する。 

附 則（３０交総第１７２２号） 



この細則は、平成３１年３月２８日から施行する。 

附 則（４交総第１３８７号） 

この細則は、令和５年３月３１日から施行する。 

  附 則（７交総第５１４号） 

１ この細則は、令和７年８月１５日から施行する。 

２ この細則の施行の日から令和１１年３月３１日までの間においては、出入国管理及

び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号）

の表の法別表第１の４の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により法

務大臣が告示をもって定める日本語教育機関を第四項に規定する「学校教育法によら

ない学校」とする。 

 

別記１（第５項関係） 

（別紙のとおり） 

別記２（第６項関係） 

（別紙のとおり） 


